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開議 午前１０時００分 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 教育行政報告について、教育長から報告を求めます。 

 教育長、登壇願います。 

（教育長永田徹氏 登壇） 

◎教育長（永田 徹氏） 教育行政報告を申し上げます。 

 報告第１号市内小中学校教職員の人事についてでありますが、校長については転出者が

２名、退職者が１名、転入者が３名となっております。一般教員については転出者が８

名、退職者が１名、転入者が９名、養護教諭については転出者が１名、退職者が１名、転

入者が２名、栄養教諭については退職者が１名、転入者が１名となっており、平成２９年

度当初の教職員数は５９名となるものであります。 

 次に、報告第２号市立三笠高等学校教職員の人事についてでありますが、教頭について

は転出者が１名、転入者が１名となっております。養護教諭については転出者が１名、転

入者が１名となっており、平成２９年度当初の教職員数は１３名となるものであります。 

 次に、報告第３号平成２８年度市立三笠高等学校卒業生の進路状況についてであります

が、卒業生は４０名であり、全員の進路が決定しております。進路先一覧については、記

載のとおりでありますので、御参照いただきたいと思います。 

 次に、報告第４号平成２８年度市内中学校卒業生の進路状況についてでありますが、卒

業生は５７名であり、全員の進路が決定しております。学校別の進路状況については、記

載のとおりでありますので、御参照いただきたいと思います。 

 最後に、報告第５号平成２９年度市立三笠高等学校合格者の状況についてであります

が、定員４０名のところ、推薦選抜及び一般選抜を実施し、合格者は４０名となっており

ます。合格者の出身地域については、三笠市２名を含め記載のとおりでありますので、御

参照いただきたいと思います。 

 以上、教育行政報告といたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、教育行政報告に対する質疑に入ります。 

 まず、報告第１号について。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 次に、報告第２号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、報告第３号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、報告第４号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 最後に、報告第５号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、教育行政報告については報告済みとしま

す。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 報告第４号 地域振興対策特別委員会報告につい 

            て 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の２ 報告第４号地域振興対策特別委員会報告についてを議

題とします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 澤田委員長、登壇願います。 

（地域振興対策特別委員会委員長澤田益治氏 登壇） 

◎地域振興対策特別委員会委員長（澤田益治氏） 平成２８年第２回定例会で決議設置さ

れました地域振興対策特別委員会における調査内容を御報告いたします。 

 この委員会は議長を除く全議員による委員で調査を行っておりますので、質疑と答弁等

の内容の詳細は省略させていただきますので、御了承願います。 

 さて、平成２８年１２月２７日以降、３月１７日に開催しました委員会では、１つ、市

立三笠総合病院について、提示のあった資料をもとに調査を行いました。 

 市立三笠総合病院についての調査では、市立三笠総合病院新改革プランについて調査を

いたしました。 

 以上をもちまして本委員会の報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、委員長報告に対する質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 報告第４号地域振興対策特別委員会報告については、報告済みとします。 

  ──────────────────────────────────────── 
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      ◎日程第３ 議案第１号から議案第２８号までについて（委報 

            第１号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の３ 委報第１号議案第１号から議案第２８号までについて

を議題とします。 

 本件は、さきの本会議において予算審査特別委員会に付託したものであり、委員長より

審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 武田委員長、登壇願います。 

（予算審査特別委員会委員長武田悌一氏 登壇） 

◎予算審査特別委員会委員長（武田悌一氏） さきの本会議において付託になりました議

案につきまして、その審査結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第１号から議案第２８号までの２８件であります。 

 この委員会は議長を除く全議員で審査を行っておりますので、審査の詳細及び質疑答弁

の内容、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略させていただき、審査の結果に

ついてのみ御報告させていただきますので、御了承願いたいと思います。 

 それでは、報告いたします。 

 初めに、議案第１４号平成２８年度三笠市一般会計補正予算については、反対、賛成の

討論があり、採決の結果、賛成多数により原案可決するべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第１号三笠市農業委員会選挙委員等定数条例の全部を改正する条例の制定に

ついて、議案第２号三笠市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、議案第３

号三笠市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、議案第４号三笠市職員

勤務時間、休暇等条例及び三笠市職員育児休業等条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第５号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について、議案第６号三

笠市税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第７号三笠市証明等事務手数料

条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号三笠市生活安全条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第９号三笠市地域包括支援センターの包括的支援事業の実

施に係る基準条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１０号三笠市国民健康保

険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１１号三笠市介護保険条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第１２号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第１３号指定管理者の指定期間の変更及び指定管理者の指定につ

いて、議案第１５号平成２８年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につい

て、議案第１６号平成２８年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第４回）について、議

案第１７号平成２８年度三笠市下水道事業会計補正予算（第３回）について、議案第１８

号平成２８年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）について、議案第１９号平

成２９年度三笠市一般会計予算について、議案第２０号平成２９年度三笠市後期高齢者医
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療特別会計予算について、議案第２１号平成２９年度三笠市国民健康保険特別会計予算に

ついて、議案第２２号平成２９年度三笠市介護保険特別会計予算について、議案第２３号

平成２９年度三笠市育英特別会計予算について、議案第２４号平成２９年度三笠市水道事

業会計予算について、議案第２５号平成２９年度三笠市下水道事業会計予算について、議

案第２６号平成２９年度市立三笠総合病院事業会計予算について、議案第２７号土地の取

得について、議案第２８号不動産の取得についての２７件については、特段の討論もな

く、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査結果についての御報告といたしますの

で、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第１号から議案第２８号までについて質疑を受けます。質疑のある方は発言願いま

す。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、議案第１号から議案第２８号までについ

ての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１号三笠市農業委員会選挙委員等定数条例の全部を改正する条例の制定について

は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２号三笠市情報公開条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３号三笠市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４号三笠市職員勤務時間、休暇等条例及び三笠市職員育児休業等条例の一部を改

正する条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６号三笠市税条例等の一部を改正する条例の制定については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第７号三笠市証明等事務手数料条例の一部を改正する条例の制定については、委員

長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第８号三笠市生活安全条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第９号三笠市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１０号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１１号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１２号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１３号指定管理者の指定期間の変更及び指定管理者の指定については、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１４号について討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 

 初めに、本案に反対の議員から発言願います。 

 只野議員。 

◎２番（只野勝利氏） 議案第１４号平成２８年度補正予算に対し、反対の立場から討論

を行います。 

 補正予算では平成３０年夏開業を目指し、高校生レストラン整備事業として５億円が示

されています。高校生がみずからの力を発揮する場として研修の場を否定するものではあ

りませんが、基本構想、基本設計、実施設計に至る経緯を見ても締め切りに迫られるよう

な形で、議会の場でも十分な議論を重ねたものとは言えません。教育の場、研修の場とし

ているということは確認されたものの、現状の「まごころきっちん」や「Ｃｈｅｒｉｅ
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（シェリー）」と比べても８倍以上となる負担が生じることへの配慮は、生徒や教員のや

る気任せということになっています。 

 運営についても、きちんとした根拠は示されず、やってみてということになっていま

す。中でもキッチンスタジアムについては、三笠高校をアピールする場としての説明はあ

るものの、教育の場としても疑問でありますし、その利用の頻度からいっても必要性に疑

問があります。三重県の相可高校の経験に照らしても、高校生が地道に経験を積み上げて

いく中で、市民との協働の中でつくり上げていったという印象があります。 

 ことしの市政執行方針では、食街道の核となる高校生レストランとされています。教育

の場としてだけでなく、まちづくりにとっても重要な位置づけがされています。それなら

ば、市民への説明と理解が求められるのは必要ですが、現状では十分とは言えません。 

 以上のことから、高校生レストランについては時期尚早と考え、本議案に反対いたしま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、賛成の議員から発言があります。 

 谷内議員。 

◎５番（谷内純哉氏） 議案第１４号平成２８年度三笠市一般会計補正予算について、賛

成の立場から討論を行います。 

 三笠高校は平成２４年開校以来、高校生の食のスペシャリストを目指しつつ、教育と食

の融和を基本に育成を進めてまいりました。現在では市内外、道内にも確固たる存在感が

示され、さらなる総合力の向上とより地域に根差したふれあいの場が求められる状況を迎

えました。 

 また、国が示す農業者の経営発展や、持続可能な力強い農業の構造の実現に対し、当市

としまして唯一残された基幹産業である農業の持続発展を目指す上で、農業用機械の整備

や農地の利用集積は不可欠であり、災害復旧と同様、一刻も早い改善が必要であります。 

 よって、本案は必要不可欠であり、議案第１４号に賛成いたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） これをもちまして、討論を終了します。 

 これより、議案第１４号について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第１４号平成２８年度三笠市一般会計補正予算については、原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１５号平成２８年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算については、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１６号平成２８年度三笠市介護保険特別会計補正予算については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第１７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１７号平成２８年度三笠市下水道事業会計補正予算については、委員長報告のと

おり原案可決されました。 

 次に、議案第１８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１８号平成２８年度市立三笠総合病院事業会計補正予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１９号平成２９年度三笠市一般会計予算については、委員長報告のとおり原案可

決されました。 

 次に、議案第２０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２０号平成２９年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２１号平成２９年度三笠市国民健康保険特別会計予算については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第２２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２２号平成２９年度三笠市介護保険特別会計予算については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第２３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２３号平成２９年度三笠市育英特別会計予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

 次に、議案第２４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２４号平成２９年度三笠市水道事業会計予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

 次に、議案第２５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２５号平成２９年度三笠市下水道事業会計予算については、委員長報告のとおり

原案可決されました。 

 次に、議案第２６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２６号平成２９年度市立三笠総合病院事業会計予算については、委員長報告のと

おり原案可決されました。 

 次に、議案第２７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２７号土地の取得については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 最後に、議案第２８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２８号不動産の取得については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 議案第３０号 議会運営委員会及び常任委員会所 

            管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 続いて、日程の４ 議案第３０号議会運営委員会及び常任委員会

所管事項調査についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第３０号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３０号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案のとおり可

決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 
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◎議長（谷津邦夫氏） 以上で、今定例会に付議された事件は、全て終了しました。 

 以上をもちまして、平成２９年第１回三笠市議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時３０分  
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